
 資料３  

料 金 設 定 
（１） 体育館専用使用料 

区分 金額 

午前9時～ 

正午 

午後1時～ 

午後5時 

午後6時～ 

午後9時30分 

午前9時～ 

午後5時 

午後1時～ 

午後9時30分 

午前9時～ 

午後9時30分 

専用

使用 
メイン 

アリーナ 

全面 7,200円 9,600円 8,400円 16,800円 18,000円 25,200円 

半面 3,600円 4,800円 4,200円 8,400円 9,000円 12,600円 

2／3面 4,800円 6,000円 5,600円 10,800円 11,600円 16,400円 

1／3面 2,400円 3,200円 2,800円 5,600円 6,000円 8,400円 

多目的室 2,400円 3,200円 2,800円 5,600円 6,000円 8,400円 

選手控室1 900円 1,200円 1,100円 2,100円 2,300円 3,200円 

選手控室2 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円 

会議室 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円 

和 室 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円 

トレーニングルーム 6,000円 8,000円 7,500円 14,000円 15,500円 21,500円 

ルナ・ホール 3,000円 4,000円 3,500円 7,000円 7,500円 10,500円 

（備考） 

1 この表は、使用者が団体で施設を専用使用する場合について適用する。 

2 専用使用の使用人数は、原則として10人以上とする。 

3 使用者の住所（法人にあっては、その事務所の所在地）が市外の場合の使用料は、この表の金

額の２倍に相当する額とする。ただし、市内に在学し、又は在勤する使用者は、市内に住所があ

るものとみなす。 

4 使用者が義務教育終了前の者、60歳以上の者又は障がい者(児)の団体でその住所が市内の場合

の使用料は、この表の金額の２分の１に相当する額とする。 

5 アマチュアが使用する場合で使用者が入場料又はこれに類するもの（以下「入場料」という。）

を徴収するときの使用料は、この表の金額の５倍に相当する額とする。この場合において、第３

項又は前項の場合に該当するときは、当該規定も併せて適用するものとする。 

6 アマチュア以外が使用する場合で使用者が入場料を徴収するとき又は営利を目的とするときの

使用料は、この表の金額の10倍に相当する額とする。この場合において、第３項又は第４項の場

合に該当するときは、当該規定も併せて適用するものとする。 

 

 

 

 

（２） 体育館個人使用料 

区分 単位 金額 

多目的室 ２時間 200円 

トレーニングルーム ２時間 200円 

（備考） 

1 この表は、使用者が個人で施設を共用使用する場合について適用する。 

2 第１号の表の備考第３項の規定は、この表について適用する。 

3 第１号の表の備考第４項の規定は、この表について準用する。 

 

 

 

 



（３） 体育館附属設備使用料 

区分 単位 金額 備考 

映写設備 １日 1,000円 映写設備一式 

放送設備 １日 1,000円 放送設備一式 

電光得点板 １日 1,000円 電光得点板一式 

メインアリーナ移動観覧席 １日 500円 １ブロック 

多目的室移動観覧席 １日 3,000円  

コインロッカー １日 100円  

シャワー １回 100円  
 

 

 

 

 

 （４） 体育施設使用料 

区 分 単位 金額 

市民グラウンド 多目的広場 

２時間 

2,000円 

市民グラウンドテニスコート テニスコート １面 1,000円 

市民運動広場清滝 
ミニサッカー場 2,000円 

テニスコート １面 1,000円 

市民運動広場さつき 
ゲートボール場 １面 500円 

多目的広場 １面 1,000円 

青少年コミュニティー運動広場 多目的広場 1,000円 

なわて水みらいセンターテニスコート テニスコート １面 1,200円 

（備考） 

1 この表は、使用者が施設を専用使用する場合について適用する。 

2 使用者の住所（法人その他の団体にあっては、その事務所の所在地。次項において同じ。）が

市外の場合の使用料は、この表の金額の２倍に相当する額とする。 

3 使用者が義務教育終了前の者、60歳以上の者又は障がい者若しくは障がい児でその住所が市内

の場合の使用料（市民運動広場さつき(ゲートボール場に限る。)及び青少年コミュニティー運動

広場に係るものを除く。）は、この表の金額の２分の１に相当する額とする。 

4 前２項の場合において、市内に在学し、又は在勤する使用者は、市内に住所があるものとみな

す。 

5 アマチュアが使用する場合で使用者が入場料又はこれに類するもの（以下「入場料」という。）

を徴収するときの使用料は、この表の金額の５倍に相当する額とする。 

6 アマチュア以外が使用する場合で使用者が入場料を徴収するとき又は営利を目的とするときの

使用料は、この表の金額の10倍に相当する額とする。 

7 前２項の場合において、第２項又は第３項に規定する場合に該当するときは、これらの規定を

併せて適用するものとする。 


